
 

   労働者派遣法に関するセミナーを実施します。 

また、セミナー終了後に、労働者派遣法に関する相談時間を設けています。 

① 労働者派遣法について（50 分） ② 個別相談（10 分）＊希望者のみ 

 

求職者、在職者、事業主他どなたでも 

（※ 雇用保険受給中の方は、求職活動実績となります。） 

  開催日 開催時間 会 場 

 １４：００ ～１５：００ ハローワーク高知 

 １４：００ ～１５：００ ハローワーク高知 

  １４：００ ～１５：００ ハローワーク高知 

                    

 

    

 

 

 

 

 

高知労働局 職業安定部 職業安定課 需給調整事業室 担当：秋山・西森・松尾         
☎ 088-885-6051 

✂                                    ✂ 

参加希望日 ８／20 10／８ 12／17 

〇を入れて下さい    

     氏
ふり

 名
がな

               

※（安定所記入欄） 求職者番号                
※（安定所記入欄） 支給番号                 

 

   なお、会場の都合により先着順で受付し、定員（20 名）になり次第、受付を終了させていただきます。 

提出先は、『最寄りのハローワーク窓口』または『上記お問い合わせ先』です。 

 

8月20日 （木）

10月8日 （木）

12月17日 （木）

・ 現在、派遣事業所で働いている方   

・ 今後、派遣で働くことを考えている方 

・ 派遣契約等で分からないことがある事業所（又は個人）の方 

・ 今後、派遣事業を行うことを考えている事業所（又は個人）の方 

など、様々な方のご相談に応じます。お気軽にお越しください。 

 

❖ 参加・相談は無料です。秘密は厳守いたします。 

 

開催日 

対象者  

その他 

お問い合わせ先 

   「「「派派派遣遣遣ででで働働働くくく前前前ににに知知知っっっててておおおきききたたたいいいこここととと」」」   
   セセセミミミナナナーーー開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ   


